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令和６年第４回定例会 一般会計予算決算常任委員会 

総務文教分科会審査記録 

 

１ 日  時  令和６年１２月１０日（火） 午前１１時０６分 

２ 場  所  市役所 第一委員会室 

３ 議  題  議第１３３号 令和６年度村上市一般会計補正予算（第１１号） 

４ 出席委員（７名） 

        １番  魚 野 ル ミ 君    ２番  尾 形 修 平 君 

        ３番  鈴 木 いせ子 君    ４番  菅 井 晋 一 君 

        ５番  野 村 美佐子 君    ６番  富 樫 雅 男 君 

        ７番  髙 田   晃 君 

５ 欠席委員（なし） 

６ 地方自治法第１０５条による出席者 

        議 長  三 田 敏 秋 君 

７ 分科会委員外議員（１名） 

        副議長  大 滝 国 吉 君 

８ 説明のため出席した者 

        副 市 長     大 滝 敏 文 君 

        政 策 監     須 賀 光 利 君 

        総  務  課  長     長谷部 俊 一 君 

        同  課  参  事     田 中 和 仁 君 

        同 課 人 事 管 理 室 長     川 崎 健 一 君 

        同課人事管理室係長     佐 藤 権 一 君 

        同課総務管理室副参事     本 保 敦 志 君 

        同 課 危 機 管 理 室 長     矢 部 和 貴 君 

        同 課 情 報 管 理 室 長     須 貝 正 人 君 

        財  政  課  長     榎 本 治 生 君 

        同 課 契 約 検 査 室 長     立 花   強 君 

        同 課 財 務 管 理 室 長     成 田 大 介 君 

        同課財務管理室係長     鈴 木   郁 君 

        同課財務管理室係長     小 田 貴 文 君 

        企 画 戦 略 課 長     山 田 美和子 君 

        会 計 管 理 者     大 滝   豊 君 

        消 防 長     田 中 一 栄 君 

        消 防 本 部 次 長     瀬 賀   誠 君 

        消 防 本 部 総 務 課 長     遠 山 泰 紀 君 

        選管・監査事務局長     木 村 俊 彦 君 

        教 育 長     遠 藤 友 春 君 

        学 校 教 育 課 長     小 川 智 也 君 

        同  課  参  事     今 井 雅 仁 君 

        同 課 教 育 総 務 室 長     鈴 木 祐 輔 君 

        同課教育総務室副参事     大 矢 かおり 君 

        同課未来の学校創造室長     中 山 晴 剛 君 
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        同課未来の学校創造室係長     平 方 和 弥 君 

        同課未来の学校創造室係長     鍋 倉 直 也 君 

        生 涯 学 習 課 長     平 山 祐 子 君 

        同課社会教育推進室長     片 岡 昌 幸 君 

        同課スポーツ推進室長     佐 藤 克 也 君 

        同課スポーツ推進室主幹     菅 原 和 英 君 

        同課文化行政推進室長     吉 井 雅 勇 君 

        同課教育情報センター長     加 藤   渉 君 

        荒 川 支 所 長     平 田 智枝子 君 

        神 林 支 所 長     瀬 賀   豪 君 

        朝 日 支 所 長     五十嵐 忠 幸 君 

        山 北 支 所 長     大 滝 きくみ 君 

９ 議会事務局職員 

              局  長   内 山 治 夫 

              次  長   鈴 木   渉 

──────────────────────────────────────────── 

（午前１１時０６分） 

分科会長（髙田 晃君）開会を宣する。 

 

〇本日の審査は、議第133号のうち総務文教分科会所管分について審査した後、議第133号のうち総

務文教分科会所管分について賛否態度の取りまとめを行う。 

──────────────────────────────────────────── 

日 程 第 １ 議第133号 令和６年度村上市一般会計補正予算（第11号）のうち総務文教分科会所管

分を議題とし、担当課長（総務課長 長谷部俊一君、財政課長 榎本治生君、消防長 

田中一栄君、選管・監査事務局長 木村俊彦君、学校教育課長 小川智也君、生涯学

習課長 平山祐子君、議会事務局長 内山治夫君）から歳入の説明を受けた後、歳入

についての質疑に入り、歳入についての質疑終了後、歳出についての説明を受けた後、

歳出についての質疑に入る。 

 

歳入 

第11款 地方交付税 

（説 明） 

財政 課長  では、10、11ページを御覧ください。11款地方交付税の普通交付税は、今回の補正

予算の一般財源として１億1,463万1,000円を計上いたしました。 

 

第17款 財産収入 

（説 明） 

財政 課長  続きまして、17款財産収入、２項１目不動産売払収入の土地売払収入18万円は、県

道高根村上線の拡幅工事に伴う旧関口診療所前の土地売却に係る収入であります。 

 

第20款 繰越金 

（説 明） 

財政 課長  次に、12、13ページを御覧ください。20款繰越金、前年度繰越金は、今回の補正予
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算の一般財源として９億1,915万9,000円を計上いたしました。 

 

第21款 諸収入 

（説 明） 

財政 課長  次に、21款諸収入、６項６目雑入の１節総務雑入の建物等移転補償金314万8,000円

は、同じく県道高根村上線の拡幅工事に伴い、車庫１棟を解体する経費について県

から補償を受けるものであります。 

生涯学習課長 続きまして、21款６項６目９節教育雑入、説明１、演奏会入場料55万円につきまし

ては、今年度３月に開催を予定しておりますオーケストラコンサートの入場料にな

ります。高校生以下を無料、大人１人1,000円で550人分を見込みました。 

 

第22款 市債 

（説 明） 

財政 課長  続いて、22款市債でありますが、道路橋りょう債の市道等整備事業債3,850万円の減

額は、橋梁修繕工事の事業費減額に伴う起債額の調整であります。河川海岸債の河

川海岸整備事業債900万円の追加は、小岩内地内ののり面工事に係る県事業負担金及

び河川の堆積土砂撤去工事の起債の追加であります。歳入は以上でございます。 

 

歳入 

第11款 地方交付税、第17款 財産収入、第20款 繰越金、第21款 諸収入、第22款 市債 

（質 疑） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

歳出 

第１款 議会費 

（説 明） 

事務 局長  それでは、14ページ、15ページを御覧ください。１款１項１目議会費でございます。

総額142万5,000円の増額でございます。内容につきましては、人件費の補正でござ

いまして、説明欄１の議会運営経費につきましては、議第120号で提案されておりま

す会計年度職員の給与及び手当の改定によるものでございます。説明欄２、議会事

務局職員人件費につきましては、４月の人事異動並びに議第119号で提案されており

ます職員の給与及び手当の改定によるものでございます。議会費は以上でございま

す。 

 

第２款 総務費 

（説 明） 

総務 課長  次に、同じページ、その下の２款１項１目一般管理費の説明欄１、本庁舎管理経費

は実績により需用費を追加したほか、本庁舎の空調改修工事に向け、基本設計業務

委託料を追加するものです。次に、その下、説明欄２の特別職人件費は市長、副市

長の、また３の一般管理費職員人件費は職員の人事異動や給与改定に伴う人件費の

調整であります。以上です。 

財政 課長  16、17ページを御覧ください。５目財産管理費の説明欄１、普通財産管理経費は、

県道高根村上線の拡幅工事に伴う旧関口診療所車庫棟の解体に係る工事費130万円
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を追加するものであります。続きまして、説明欄２、土地取得特別会計繰出金は村

上駅周辺まちづくり事業の土地取得に係る繰出金5,426万2,000円を追加するもので

あります。 

総務 課長  次に、その下、６目企画費、説明欄の情報通信事業特別会計繰出金は、議第135号の

情報通信事業特別会計補正予算に対するものであります。次に、同じページの下の

ほうになりますが、12目電算管理費の、これ財源更正になっておりますが、こちら

については、システム改修経費のうち国庫補助金の充当が可能となったものについ

て財源更正を行ったものであります。以上です。 

選管・監査事務局長 次、20ページ、21ページをお開きください。２款４項１目の選挙管理委員会

費でございますが、こちらについては給与改定に伴う人件費の調整でございます。 

総務 課長  次に、その下、統計調査総務費職員人件費も給与改定、人事異動等による人件費の

調整であります。以上です。 

選管・監査事務局長 次の２款６目監査委員費の監査委員事務局職員人件費でございますが、こち

らは人事異動及び給与改定に伴う人件費の調整でございます。以上です。 

 

第９款 消防費 

（説 明） 

消 防 長  ９款消防費、46、47ページをお開きください。９款１項１目常備消防費、補正額

3,311万1,000円は、常備消防職員人件費の人事院勧告による調整でございます。次

に、２目非常備消防費、補正額15万7,000円についても、同様に消防防災職員人件費

の人事院勧告による調整でございます。３目消防施設費、補正額280万円は、説明欄

１、非常備消防施設経費、消火栓工事負担金で、漏水している消火栓１基の緊急的

な修繕を行うために増額補正をお願いするものでございます。以上です。 

総務 課長  次に、48、49ページをお願いいたします。一番上のほうになりますが、説明欄の１、

防災対策一般経費、こちらにつきましては、令和６年能登豪雨代理寄附金の追加で

あります。その下、２の防災対策職員人件費は人事異動、給与改定等による人件費

の調整であります。以上です。 

 

第10款 教育費 

（説 明） 

学校教育課長 続きまして、10款教育費お願いいたします。１項教育総務費は、２目事務局費、３目

教育振興費とも給与改定及び４月の異動に伴う職員と会計年度任用職員の人件費の

調整になります。50ページ、51ページのほうに入りますけれども、２項小学校費、

こちらも技能員、用務員、介助員の人件費の調整が主なものになります。小学校管

理経費の光熱水費、こちらで1,200万円を計上しておりますが、電気料金の値上がり

による増額補正であります。続きまして、52ページ、53ページ、こちら小学校の学

校建設費になりますけれども、86万9,000円の計上をさせていただきました。９月の

議会でも話が出ましたけれども、村上南小学校、校内適応指導教室にエアコンを設

置するための経費の補正になります。続きまして、３項中学校費、こちらにつきま

しても、技能員、用務員、介助員の人件費の調整が主なものになります。中学校管

理経費の光熱水費、こちらは700万円の補正増を計上させていただきましたけれど

も、電気料金の値上がり等による増額補正であります。 

生涯学習課長 生涯学習課です。一般職員の人件費につきましては、人事異動による調整のほか、
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県人事委員会勧告の内容に準拠した給与改定による差額分について、また会計年度

任用職員の報酬等につきましては、常勤職の給与改定に準じ、報酬等改定による差

額分について、それぞれ４月まで遡及することによる補正となります。そのほかの

ところで御説明をさせていただきます。54、55ページをお開きください。４項２目

社会教育振興費の説明３、文化芸術振興経費の364万9,000円につきましては、歳入

でも御説明しましたが、来年３月に予定をしておりますオーケストラコンサートの

開催に係る経費となります。演奏会の事業委託料として、イヨボヤの里開発公社に

委託をしようとするものでございます。続きまして、次のページ、56、57ページを

お開きください。６目社会教育施設費の説明２、縄文の里・朝日運営経費の222万

2,000円につきましては、空調設備の室外機４台分のメンテナンスキットとコンプレ

ッサー等の交換に係る修繕料となります。続きまして、５項２目保健体育施設費の

説明１、体育施設経費の一番下、指定管理料の788万6,000円につきましては、エネ

ルギー高騰に伴い、光熱費、燃料費に不足が生じる見込みであることから、指定管

理料の補正をお願いするものでございます。 

学校教育課長 それでは、続きまして３目学校給食費になります。こちら栄養士の人件費の調整に

なります。58ページ、59ページを御覧ください。光熱水費で200万円増額させていた

だきました。こちらも電気料金の値上がりによる増額になります。賄材料費150万円

の増額としております。学校給食会から岩船米を購入しているのですが、その精米

単価が値上がりしたことによる不足額の増額になります。 

 

第13款 諸支出金 

（説 明） 

財政 課長  続きまして、13款諸支出金のふるさと応援基金積立金6,710万円は、ふるさと応援寄

附金から必要経費を差し引いた残額を来年度活用させていただくために一旦基金に

積み立てるものであります。 

 

第14款 予備費 

（説 明） 

財政 課長  その下、14款予備費については、端数調整のための計上でございます。 

 

第２条「第２表 債務負担行為補正」 

（説 明） 

学校教育課長 ５ページの債務負担行為になりますが、下から２段目、ＧＩＧＡスクール運営支援

センター等業務委託料を今回計上させていただきました。ＧＩＧＡスクールの関連

でヘルプデスク、あと学校の訪問支援等のサポートを４月当初から行うために年度

開始前に契約をしたいということで今回計上させていただきました。以上です。 

生涯学習課長 その下、移動図書館車運転業務委託料ですが、令和７年度の運転業務委託を今年度

中に締結する必要があることから、債務負担行為の補正をお願いするものでござい

ます。 

 

第３条「第３表 地方債補正」 

（説 明） 

財政 課長  次のページ、６ページを御覧ください。第３表、地方債の補正であります。歳入の



 - 6 - 

市債のほうで御説明いたしましたが、道路橋りょう債及び河川海岸債について、起

債の限度額を変更するものでございます。以上でございます。 

 

歳出 

第１款 議会費 

（質 疑） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

第２款 総務費 

（質 疑） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

第９款 消防費 

（質 疑） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

第10款 教育費 

（質 疑） 

菅井 晋一  57ページ、先ほど体育施設の指定管理料の御説明ありました。エネルギーというか、

電気料とかだと思いますが、人件費なんかは例えば最低賃金が上がったとか、こう

やって職員の人件費も上がっているのですけれども、それによって指定管理のして

いるところの人件費を上げるとか、そういうことはないのでしょうか。 

企画戦略課長 今回はエネルギー高騰の部分ということで、人件費は見ておりません。 

菅井 晋一  見ていないというのは、人件費は上げないということでしょうか。 

企画戦略課長 人件費の算出をするときは、選定のときに例えば５年契約だとしたら、５年分のも

のを指定管理者から出していただいて、その中でできる範囲の中でやってください

ということでお話ししておりまして、今のところ高騰分については、この中には、

今回の例えば高騰部についてのものというのはその中で算出してくださいというこ

とでお願いしておりますので、その分についての補正は行っておりません。今のと

ころ行っておりません。 

菅井 晋一  最後に今のところという言葉を付け加えていただきました。やっぱり条件は同じだ

と思いますので、その辺もしっかり対応していただきたいなと思います。よろしく

お願いします。 

野村美佐子  今のに関連して、やっぱり賃上げというのは全国でも進んでいますし、最低賃金も

毎年上がるわけですから、５年間を同じ金額で想定してやっているということは、

現実的に今この物価上昇の中で無理があると思うのです。ですから、ぜひ検討して、

職員だけが上がっているというのも問題があると思いますので、これは早急に考え

るべきことだと思いますので、お願いしたいと思います。 

企画戦略課長 先日の一般質問にもございまして、市長も答弁されていますように、ちょっとこれ

からその辺のところを検討したいというふうに考えております。 

尾形 修平  55ページ、文化芸術振興経費なのですけれども、これ課長のほうからオーケストラ

の演奏会ということでお聞きしましたが、ふれあいセンターがあの状態なので、多

分朝日の文化会館でやるのだろうなって思いますけれども、このオーケストラはど
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ちらのオーケストラを呼んでこられるのでしょうか。 

生涯学習課長 会場につきましては、おっしゃるとおり総合文化会館での開催ということになりま

すが、お呼びするオーケストラにつきましては、昨年12月、クリスマスイブ、24日

にお呼びをいたしました吉田正記念オーケストラ、こちらにお願いをしようという

ふうに考えてございます。 

尾形 修平  これ歳入のところで入場料経費として55万円ということは、その差額の分は全て市

の持ち出しということというふうに理解しているのだけれども、それでいいのです

か。 

生涯学習課長 おっしゃるとおりです。 

富樫 雅男  10款の２項、これ小学校の需用費、先ほど光熱費の高騰ということなのですけれど

も、その後にも中学校のこと、また学校給食センターの光熱費、これ合わせると

2,100万円くらいですか、今回補正組まれているわけですけれども、ここら辺は国の

ほうからは何か後で交付とかあるのでしょうか。 

学校教育課長 物価高騰分は、国の補正予算で何か充当になる項目があるのかもしれませんが、ち

ょっとそこら辺は財政課のほうから。 

財政 課長  今国の補正予算で普通交付税の追加が検討されておりまして、その中で経済対策と

いいますか、物価高騰分も含めて交付される予定ではあるのですけれども、金額と

か、例えば電気料分で幾らとか、そういう詳細は示されなく交付されるもので、そ

の分も見ているよというような国のスタンスで交付がされると思います。 

富樫 雅男  10款２項２目の教育振興費で小学校特別支援教育経費、この中で学校介助員報酬、

今回2,000万円あれですけれども、何人くらい増えることになるのでしょうか。 

学校教育課長 学校介助員の人数ということでよろしいですよね。人数は増えていないのです。小

学校介助員が全部で50名見ておりますけれども、それの給与改定分ということにな

ります。 

 

第13款 諸支出金 

（質 疑） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

第14款 予備費 

（質 疑） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

第２条「第２表 債務負担行為補正」 

（質 疑） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

第３条「第３表 地方債補正」 

（質 疑） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

（自由討議） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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（賛否態度の発言） 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

 以上のとおり質疑を終結し、自由討議を求めたが自由討議なく、賛否態度の発言を求めたが賛否

態度の発言なく、起立による賛否態度の取りまとめを行った結果、議第133号のうち総務文教分科会

所管分については、起立全員にて原案のとおり可決すべきものと態度を決定した。 

 

分科会長（髙田 晃君）閉会を宣する。 

（午前１１時３２分） 

 


